
第 1号議案

特定非営春l活動法人権利擁護 トーチ

2020年 度事業報告書

1 事業史施の成果

初年度の事業は、全体として計画に沿って実施できました。

法人の運営基盤となる正会員は13名、賛助会員は12名 となりました。会報もすでに2回発行し会員相互に活動内容を共有できました。

また、関係機関に資料を送付するとともに、区役所、いきいき支援センター、居宅介護支援事業所などの訪問を通じて活動を広めることができ

ました。そのなかで、生活支援サービスヘの問い合せや利用会員も増えつつあり、利用会員は現在5名 です。

さらなる利用会員の拡大に向けて、身元保証支援など生活支援サービスの拡充が課題です。

2 特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項

3 会議の開催に関する事項

新型コロナの影響などもあり、理事会に代えて正副理事長会議を6回 (2020/10/6,2020/12/18,2021/1/15,2021/2/10,2021/3/8,2021/3/24)開 催

しました。

事業名

(定 款
「

記tt L.■ 市業)

具体的 な事業 内容

(A)11該事業の実施 R「t

(B)当 該事業の実施場″i

(C)征 事者の人数

(D)受益対象者の範囲

(E)人 数

事業費の予算額

(単位 :千円)

(1)高齢者の権利擁護

に関ずる相談事業

市民を対象に、高齢者の権利擁護及び生

活全般に関する相談に応えるため、高齢

者生活相談所 トーチを開設しました。

(A)二年

(B)事務所

(C)2人

(D)市民

(E〉 9人

(2)高齢者の権利擁護

に関する生活支援事業

支援を要ずる高齢ムを
'1象

に、介よ保険

など公的サービスの対象とならないとこ

ろの金銭管ll■、通院付き添い、買1勿代

イ||、 福祉サービス利用等の支援を行いま

した。

(Al通年

(B)市内

(C)2人

(D)高齢者

(E)6人

(3)高齢者の権利擁護

に関する啓発事業

市民を対象 l_、 高齢者の権利擁護及び生

活支援の方策を周知するとともに、高齢

者の権利擁護につながる活動の担い手を

育成すべく、ホームページ開設や講座開

催により啓発活動を行うものですが、検

討のみとし実施はできませんでした。

/

(4)高齢者の権利擁護

に関する交流事業

行政、事業者を対象に、高齢渚の権利擁

護、生活支援の方策に関して、各々の事

業のあり方や連携方法などについて情報

交換や共催事業を行うものですが、検討

のみとし実施できませんでした。



第 1号議案

特定非営利活動法人権利擁護 トーチ

2020年 度事業報告書

1 事業実施の成果

初年度の事業 ll、 全体として計画に沿って費施できました。

法人の運営基盤となる■_会 員は13名、賛助会員は12名 となりました。会報もりでに2回発行し会員相互に,L勤 内容を共石できました。

また、関係機関に資料を送付するとともに、区役所、いきいき支援ヤンター、居宅介護支援事業所などの訪間を通じて活動を広めることができ

よした。そのなかで、」.,`支援 リービスヘの問い合せや利lll会 員 も増えつつあり、利用会員は現在5名 でり。

さらなる利用会員の拡大に向けて、身元保証支援など十活支援サービスの拡充が課題ですっ

2 特定非営利活動に係る事業の費施に関りる事項

3 会議の開催に関する事項

新型コロナの影響などもあり、理事会に代えて正副理事長会議を6回 (2020/10/6,2020/12/18,2021/1/15,2021/2/10,2021/3/8,2021/3/24)開 催

しました。

事業名

(定 款
`「

記載 した事業)

具体的 な事業 内容

(A)当 該事業の実施 日時

(B)当 該事業の実施場′チi

(C)従 事者 の人数

(D)受 益対像者の範醐

(E)人 数

事業費の予算額

(FR仕 :T円 )

(1)高齢者の権利擁護

に関する相談事業

市民を対象に、高齢右の権利擁護及び生

活全般に劇 りる相談に応えるため、高齢

者生活相談所 トーチを開設 しました。

(A)通年

(B)事務所

(C12人

(D)市 民

(E)9人

(2)高齢者の権利擁護

に関する生活支援事業

支援を_●
Tす る高齢名を対象に、介護保険

など公的サービスの対象とならないとこ

ろの金銭管理、通院付き添い、買物代

行、福11サ ービス利用等の支援を行いま

した。
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(D)高齢者

(E)6人

(3)高齢者の権利擁護

に関する啓発事業

市民を対象に、高齢者の権利擁護及び生

活支援の方策を周知するとともに、高齢

者の権利擁護につながる活動の担い手を

育成すべく、ホームページ開設や講座開

催により啓発活動を行うものですが、検

討のみとし実施はできませんでした。

/

(4)高齢者の権利擁護

に関する交流事業

行政、事業者を対象に、高齢者の権利l擁

護、生活支援のん策に関して、各々の1:

業のあり方や連携方法などについて情報

交換や人催■業を¬うて,の で ,が、検討

のみとし実施できませんでした。



第2号議案

特定非営利活動法人権利擁護トーチ

2020年 10月 6日 から2021年 3月 31日 まで

(計算書類の注記)

1重要な会計方,|

計ii書類の作成は、NPO法人会計基準(2010117月 20日 20171112月 13「 1最終改正 NPO
法人会計基準協議会)によつていますⅢ

2事業費、管・
l■費区分

共通費の按分方法は、事業活動従事時間と管理活動従事時間の比率により按分してい生す.

1.受取会費
正会員入会金

賛助会員入会金

利用会員入会金

上会員受取会費

賛助会員受取会費
利用会員受取会費

2 寄附金

iT附 金

3_助成金等

助成企

4.事業収益

高歯1者の権利擁護に関する相談事業

高齢者の権利権護に関する生活支援事業

高齢者の権利擁護に関する啓孝事業

高齢者の権■1林護に関する交流事業

5.そ の他収益

受取利息

雑収益

経常収益計

経常費用

1.事業費

(1)人件費

役員報Ell

給与

人件費計

(2)そ の他経費

外注費

謝企

印刷製本費

会議費

旅費交通貨
llllイ ド道|力費

貸借料

消耗 |り 1費

広告宣伝費

保険■|

その他経費計

事業費計

2.管理費

(1)人 件費

役員報酬

糸合与

人件費計

(2)そ の他経費

「 l帰J製本費

会議費

旅費交通費

賃借r
通イ:i llFtrrK費

消|[i早 1費

広告宣伝費
支払半数料

lll礼 公課

その他経費計

管理費計

経常費用計

当期正味財産増減額

設立時正味財産額

次期繰越正味財産額

活動計算書



2021年 3月 31卜J現 1/t

特定非営利活動法人権利擁護トーチ

単位 :円

rbl´ 日・摘要 金 額

I資産の部

1流動資産

現金預金

未収金

流動資産合計

2固 定資産

固定資産合計

資産合計

H負債の部

1流動負債

未払費用

流動負債合計

2固定負債

固定負債合計

負債合計

II正味財産の部

前卿1繰越止味員イ産

当期工味川産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

27,960

10,000

37,960

37,960

4,520

4.520

0

33,140

33,440

37,960



2021年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人権利擁護トーチ

単位 :円

科 日・摘要 金額

:資産の部

1流動資産

現金頂金

現金   現金手許有高

当座頭企 ゆうちょ銀行天白支店

普通預金 名古屋銀行島「H支 店

木収金 (3月 分利用料)

流動資産合計

2固定資産

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1流動負債

未払費川 (3月 分外注費、賃借料)

流動負債合計

2固定負債

固定負債合計

正味財産

負債合計

17,324

0

10,036

10,000

37,960

0

37,960

0

4,520

4.520

0

4,520

0

33,440



第3号議案

特定非営利活動法人権利擁護 トーチ

2021年 度事業計画書

1 事業実施の方針

昨年度の到連点と課題をS、 まえ、JIき 続き活動を充実させより。

認定取得に詢けて、細繊や事業活動の適正化に取り組み■す。

上会員、贅助会員の拡大により運営基盤の強化に取 り組みより。

事業の組織的運営管理に百1け て、IP事会及び事務局会議を定lln的 に開催 します。情報交換の場である会報の充実に1)取 り組みます。

相談事業については、利用者を増やつため小―ムベージなどでの広報に取 り組みまり。

生,F支援事業については、入院、入所時に身元保証人の確保に困っている方々への要望に応えるために、身元保証サービスを新たに取り組み

ます。

Tl用会員の増加に備えて、従事者の確保に取 り組みます。

啓発事業については、身九保iL制度をはじめとする権利擁護の課題を市民、事業者の間で共為します。

交流事業については、行政機関、事業イTと 権利擁護のためのネットワークの形成をめざします。

2 特定功営利,こ動に係る事業の実施に関する事項

事業名

(定 款に記載した事業)

具体的 な事業 内容

(A)当 該事業の実施予定日時

(3)当 該事業の実施予定場所

(C)従事者の予定人数

(D)受益対象者の範囲

(E)予定人数

事業資の予算額

(.TI位 :¬ 円)

(1)高齢者の権利擁護

に関する相談事業

市民を対象に、高齢者の権本J擁護及び生

活全般に関する相談に応えるため、高齢

者生活相談所 トーチを運営します。

(A)通年

(B)事務所

(C)5入

(D)li民

([)不特定多数

(2)高齢者の権利擁護

にrtlす る生活支援

事業

支援を要する高齢者を対象に、介護保険

など公的 リービスの対象とならないとこ

ろの令銭管岬、通院付さ添い、買物代

イ」、福祉ツービス利用、身元保証等の文

援を行います。

(A)通 年

(B)市 内

(C)5人

(D)高 齢者

(E)30人稽度

(3)高齢者の権利擁護

に関する啓発事業

il民 及び事業者等を対象に、高齢者の生

活支援と権利擁護のll進 に■1け て、 1ヽ 一

ムページ、サ究会、講座開催等により幅

広く啓発活動を行います。

(A)通年

(3)FI内

(C)5人

(D)市民、事業者

(E)不特定多数

(4)高齢イの権利擁護

に関する交流事業

イj政、事業者等を対象に、高齢者の生活

支援、IIl夕 1擁 護のllttに 向tり て、各々の

事業のあリカや連携方法などについて惰

報交換や人催事業を行います。

(A)通年

(3)市 内

(C)5人

(D)行政、事業者

(E)不特定多数



第4号議案

特定非営廂」活動法人権利擁護トーチ

2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

1.受取会費

lli会員人会金

賛助会員入会企

利用会員人会金

1li会員受llX会費

11助 会員受Fx会費

利用会員受取会費

2.寄附金

1予 lllイト

3.助 成金等

助成金

4.事業収益

高齢者の権ホ麟 護に関する相談事業

高齢者の権利擁護に関する生活支援■i業

高齢者の権利擁護に関する啓発事業

高青,者の権利擁護に関する交流事業

5.その他収益

受取利忠

雑:収 益

経常収益計

旦 経常費用

1.人件費

役員報酬

給与

人件費計

2.そ の他経費

外注費

蘭1金

「「刷製本費

会議費

旅費交通 fi・

通信運搬費

賃借料

消耗1早]費

広告宣伝費

保険料

支″、手数料

租税公課

雑費

その他経費計

経常費用計

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越工味財産額

1,160,000

1,120,000

1,120,000

1夕60,000

50,000

150,000

10,000

50,000

120,000

30,0()()

50,000

150,000

1(),000

10,000

20,000

20,000

活動予算書


